
第８回 木曽川文化圏市町合併協議会 
 

と き 平成１５年１１月１日（土） 
午前８時３０分から  

ところ  各務原市中央公民館 
２階第１研修室  

 
１． 開 会 
 
２． 会長あいさつ 
 
３． 議 題 

〈継続協議事項〉 
協議第１０号 合併の期日について 
協議第１１号 新市の名称について 
 

４． その他 
〈確認事項〉 

○「合併協議項目」の協議状況について 
○第９回以降の合併協議会開催日程等について 

 
５． 閉 会 



継 続 協 議 事 項 

第８回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第１０号 

 

 

 

合併の期日について（案） 

 

 

 

 

 

 

平成１６年（２００４年）１１月１日（月）とする。 

 

 

   

 



専
門
部
会

　
合

併
の

期
日

―

留
　
　
　
意
　
　
　
事
　
　
　
項

第
3
回
合
併
協
議
会
（
平
成
1
5
年
6
月
2
5
日
）
提
出
協
議
案

平
成

１
７

年
（
２
０
０
５
年
）
１
月
ま
で
と
す
る
。

―
調
整
方

針

　
平

成
１

６
年

（
２

０
０
４
年
）
１
１
月
１
日
（
月
）
と
す
る
。

調
整

の
方

針

協
議

項
目

協
議

細
目

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



合併協議スケジュール（案） 
年度 月 協議会形態 市町の対応

法定協議会 (4/1)

第Ⅰ期 第１回 (4/10) ・委員の委嘱
（7ヶ月） ・規約、規程の報告承認

第２回 (6/6)

第３回 (6/25) ・基本項目の検討

第４回 (7/9) ・基本項目の協議
・協定項目の選定協議

第５回 (8/8)

第６回 (9/5)

第７回 (10/7)

法定協議会 第８回 (11/1)

第Ⅱ期 第９回 (11/14)

（5ヶ月） 第１０回 (11/28)

第１１回 (12/13)

第１２回

第１３回 ・協定書の決定
第１４回 ・新市建設計画の決定

新年度予算議決

法定協議会
第Ⅲ期 第１５回

（7ヶ月）

第１６回

第１７回
合併協議会廃止の議決
条例等の議決

新市予算編成開始
閉庁式

合併協議会の動き

法定協議会設置

・岐南町脱退

16年度

1月

2月

3月

4月

5月

9月

11月

12月

6月

7月

8月

12月

1月

2月

10月

15年度

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

3月

11月

新市建設計画案の協議

新市建設計画案の決定

協
定
項
目
協
議
及
び
決
定
・
小
委
員
会
設
置

協定書のとりまとめ報告

岐阜県議会の議決（合併）

岐阜県議会の議決（条例等）

合併協定書調印
知事に合併申請書送付

総務大臣告示

新市移行・新市誕生

合併議決

岐南町住民投票　5/25

川島町長選挙

新市議会で17年度当初予算の審議・決定

【資料1】協議第１０号関連



協議第１１号 

 

 

 

新市の名称について（案） 

 

 

 

 

 

 

 新市の名称は、「各務原市
か か み が は ら し

」とする。 

 

 

 



専
門
部
会

― ―

編
　

入

新
　

設

加
美
町

（
宮
城
県
）

山
県
市

（
岐
阜
県
）

1
日

1
日

1
日

上
村

・
免

田
町

・
岡

原
村

・
須

恵
村

・
深

田
村

4
月

1
日

編
入

合
併

　
基

本
的

に
は

編
入

す
る

市
町

村
の

名
称

を
そ

の
ま
ま
使
用
す
る
。

＜
各

務
原

市
例

規
集

よ
り

＞

　
○

市
制

施
行

　
（

昭
和

3
8
年

2
月

1
2
日

　
岐

阜
県

告
示

第
6
7
号
）

　
地

方
自

治
法

(
昭

和
2
2
年

法
律

第
6
7
号

)
第

7
条

第
1
項
の
規
定
に
基
づ

き
、

昭
和

3
8
年

4
月

1
日

か
ら

稲
葉

郡
那

加
町

、
稲

羽
町
、
鵜
沼
町
及
び

蘇
原

町
を

廃
し

、
そ

の
区

域
を

も
っ

て
各

務
原

市
か

か
み

が
は

ら
し

を
置
く
。

　
○

町
の

廃
置

分
合

　
（

昭
和

3
8
年

3
月

1
6
日

　
自

治
省

告
示

第
2
4
号
）

　
地

方
自

治
法

第
7
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

、
岐

阜
県
稲
葉
郡
那
加

町
、

稲
羽

町
、

鵜
沼

町
及

び
蘇

原
町

を
廃

し
、

そ
の
区
域
を
も
っ
て
各

務
原

市
を

置
く

旨
、

岐
阜

県
知

事
か

ら
届

出
が

あ
っ
た
。

上
記

の
廃

置
分

合
は

、
昭

和
3
8
年

4
月

1
日

か
ら

そ
の
効
力
を
生
ず
る
も

の
と

す
る

。

新
　

設

新
　

設

編
　

入

新
　

設

神
流
町

（
群
馬
県
）

南
ア
ル
プ
ス
市

（
山
梨
県
）

宗
像

市
・

玄
海

町
宗
像
市

（
福
岡
県
）

静
岡
市

（
静
岡
県
）

先
　
　
　
進
　
　

　
事

　
　

　
例

　
　

（
平

成
1
5
年

4
月

1
日

以
降

）

新
　

設

新
　

設

新
　

設

新
　

設

新
　

設

新
　

設

新
　

設

合
併

方
式

編
　

入

調
整

の
方

針

調
整
方

針

協
議

項
目

　
新

市
の

名
称

は
、

「
各
務
原
市

か
か

み
が

は
ら

し

」
と
す
る
。

　
新

市
の

名
称

協
議
細
目

新
市
名
称

新
居
浜
市

（
愛
媛
県
）

呉
市

（
広
島
県
）

あ
さ
ぎ
り
町

（
熊
本
県
）

東
か
が
わ
市

（
香
川
県
）

大
崎
上
島
町

（
広
島
県
）

4
月

〃
4
月

〃 〃
4
月

引
田

町
・

白
鳥

町
・

大
内

町

大
崎

町
・

東
野

町
・

木
江

町

静
岡

市
・

清
水

市

中
新

田
町

・
小

野
田

町
・

宮
崎

町白
根

町
・

若
草

町
・

櫛
形

町
・

甲
西

町
・

八
田

村
・

芦
安

村

高
富

町
・

伊
自

良
村

・
美

山
町

万
場

町
・

中
里

村

瑞
穂
市

（
岐
阜
県
）

〃 〃

徳
山

市
・

新
南

陽
市

・
熊

毛
町

・
鹿

野
町

穂
積

町
・

巣
南

町

野
田

市
・

関
宿

町

合
併
期
日

合
併

関
係

市
町

村

新
居

浜
市

・
別

子
山

村

呉
市

・
下

蒲
刈

町
〃

4
月

1
日

平
成
1
5
年

4
月

新
発
田
市

（
新
潟
県
）

新
発

田
市

・
豊

浦
町

〃
4
月

1
日

〃
4
月

1
日

野
田
市

（
千
葉
県
）

周
南
市

（
山
口
県
）

編
　

入
7
月

7
日

〃

田
原
市

（
愛
知
県
）

田
原

町
・

赤
羽

根
町

編
　

入
8
月

2
0
日

〃

千
曲
市

（
長
野
県
）

更
埴

市
・

上
山

田
町

・
戸

倉
町

新
　

設
9
月

1
日

〃

1
日

〃
4
月

1
日

〃
4
月

1
日

〃

4
月

1
日

〃
4
月

2
1
日

「
各

務
原

市
」

を
基

本
と

し
、

協
議

を
継
続
す
る
。

留
　

　
　

意
　

　
　

事
　

　
　
項

備
　

　
考

※
掲
載
し
た
デ
ー

タ
は
、
平
成
1
5
年

1
0
月
現
在
の
も
の

で
す
。

5
月

1
日

6
月

6
日

〃

第
3
回
合
併
協
議
会
（
平
成
1
5
年
6
月
2
5
日
）
提
出
協
議
案

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



確 認 事 項 

第８回 木曽川文化圏市町合併協議会 



「
合

併
協

議
項

目
」
の

協
議

状
況

  
(H

1
5
.1

0
.7

現
在

)

基
本

的
協

議
項

目

提
案

日
協

議
状

況
承

認
日

調
整

方
針

1
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
承

認
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
羽

島
郡

川
島

町
を

廃
し

、
そ

の
区

域
を

各
務

原
市

へ
編

入
す

る
編

入
合

併
と

す
る

。

2
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
継

続
協

議
【
提

案
】
平

成
1
7
年

（
2
0
0
5
年

）
1
月

ま
で

と
す

る
。

3
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
継

続
協

議
【
提

案
】
「
各

務
原

市
」
を

基
本

と
し

、
協

議
を

継
続

す
る

。

4
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
承

認
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
現

各
務

原
市

役
所

の
位

置
と

す
る

。

5
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
承

認
H

1
5
.6

.2
5

（
第

3
回

）
両

市
町

の
所

有
す

る
財

産
、

公
の

施
設

及
び

債
務

は
、

す
べ

て
新

市
に

引
き

継
ぐ

も
の

と
す

る
。

合
併

特
例

法
に

規
定

さ
れ

て
い

る
協

議
項

目

提
案

日
協

議
状

況
承

認
日

調
整

方
針

6
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）

合
併

後
、

編
入

さ
れ

た
区

域
の

住
民

の
意

見
を

新
市

の
行

政
に

反
映

さ
せ

る
た

め
、

合
併

特
例

法
の

「
在

任
特

例
」
及

び
「
定

数
特

例
」
を

適
用

す
る

も
の

と
す

る
。

7
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）
承

認
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）

川
島

町
農

業
委

員
会

は
各

務
原

市
農

業
委

員
会

に
統

合
す

る
。

合
併

特
例

法
の

規
定

を
適

用
し

、
川

島
町

の
農

業
委

員
の

う
ち

、
選

挙
で

選
出

さ
れ

た
1
2
人

は
、

各
務

原
市

の
農

業
委

員
の

在
任

期
間

だ
け

在
任

す
る

。

8
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）
継

続
協

議

【
協

議
内

容
】
原

則
と

し
て

各
務

原
市

の
制

度
に

統
一

す
る

。
た

だ
し

、
個

人
市

民
税

の
均

等
割

、
法

人
市

民
税

の
法

人
税

割
及

び
都

市
計

画
税

に
つ

い
て

は
、

不
均

一
課

税
を

実
施

す
る

。
（
都

市
計

画
税

の
不

均
一

課
税

の
方

法
に

つ
い

て
は

専
門

部
会

・
幹

事
会

に
お

い
て

協
議

中
）

9
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）
承

認
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）
川

島
町

の
定

数
内

の
職

員
は

、
す

べ
て

各
務

原
市

の
職

員
と

し
て

引
き

継
ぐ

も
の

と
す

る
。

1
0

※
小

委
員

会
を

設
置

し
検

討
中

地
方

税
の

取
扱

い

一
般

職
の

職
員

の
身

分
の

取
扱

い

新
市

建
設

計
画

新
市

の
事

務
所

の
位

置

財
産

の
取

扱
い

議
会

議
員

の
定

数
及

び
任

期
の

取
扱

い

農
業

委
員

会
の

委
員

の
定

数
及

び
任

期
の

取
扱

い

協
議

項
目

協
議

項
目

合
併

の
方

式

合
併

の
期

日

新
市

の
名

称



そ
の

他
必

要
な

協
議

項
目

提
案

日
協

議
状

況
承

認
日

調
整

方
針

1
1

H
1
5
.7

.9
（
第

4
回

）
承

認
H

1
5
.7

.9
（
第

4
回

）

(1
)川

島
町

の
常

勤
の

特
別

職
（
三

役
及

び
教

育
長

）
及

び
執

行
機

関
の

委
員

（
教

育
委

員
会

の
委

員
等

）
に

つ
い

て
は

、
合

併
の

前
日

を
も

っ
て

失
職

す
る

。
(2

)付
属

機
関

等
の

委
員

に
つ

い
て

は
、

法
令

等
に

定
め

の
あ

る
場

合
は

、
そ

の
規

定
を

適
用

す
る

。
な

お
、

該
当

規
定

の
な

い
場

合
は

、
両

市
町

の
長

が
別

に
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

1
2

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）

条
例

、
規

則
等

は
、

各
務

原
市

の
条

例
、

規
則

等
を

適
用

す
る

。
た

だ
し

、
各

種
事

務
事

業
の

調
整

内
容

を
踏

ま
え

て
、

条
例

、
規

則
等

の
新

規
制

定
、

一
部

改
正

等
を

行
う

も
の

と
す

る
。

1
3

1
4

1
5

H
1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
各

務
原

市
に

統
一

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

施
設

の
規

模
や

性
格

を
勘

案
し

、
個

別
に

判
断

す
べ

き
も

の
は

、
個

別
の

施
設

ご
と

に
決

定
す

る
。

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
各

務
原

市
に

統
一

す
る

も
の

と
す

る
。

1
6

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

公
共

的
団

体
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
を

確
保

す
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

を
尊

重
し

な
が

ら
、

そ
の

あ
り

方
に

つ
い

て
以

下
の

方
針

に
よ

り
調

整
を

行
う

。
①

両
市

町
に

共
通

す
る

団
体

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

理
解

と
協

力
を

得
な

が
ら

、
で

き
る

限
り

合
併

時
に

統
合

で
き

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

②
統

合
に

時
間

を
要

す
る

団
体

は
、

将
来

の
統

合
に

向
け

て
検

討
が

進
め

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

③
独

自
の

目
的

を
持

っ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

自
主

的
な

判
断

に
委

ね
る

。

1
7

H
1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
補

助
金

、
交

付
金

等
に

つ
い

て
、

原
則

と
し

て
、

各
務

原
市

に
統

一
す

る
も

の
と

す
る

。

1
8

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）

川
島

町
内

の
町

の
名

称
を

変
更

す
る

。
川

島
町

内
の

現
行

の
町

の
名

称
の

前
に

「
川

島
」
を

付
し

た
も

の
を

変
更

後
の

町
の

名
称

と
す

る
。

使
用

料
、

手
数

料
の

取
扱

い

公
共

的
団

体
の

取
扱

い

補
助

金
、

交
付

金
等

の
取

扱
い

町
名

、
字

名
の

取
扱

い

特
別

職
の

身
分

の
取

扱
い

条
例

、
規

則
等

の
取

扱
い

事
務

組
織

及
び

機
構

の
取

扱
い

一
部

事
務

組
合

等
の

取
扱

い

協
議

項
目



1
9

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

市
章

、
シ

ン
ボ

ル
マ

ー
ク

、
市

民
憲

章
、

市
の

木
・
市

の
花

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
現

行
の

も
の

を
使

用
す

る
。

都
市

宣
言

に
つ

い
て

は
、

両
市

町
の

現
行

の
も

の
を

新
市

に
継

承
す

る
。

2
0

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
国

民
健

康
保

険
料

（
税

）
の

賦
課

業
務

に
関

し
て

は
、

原
則

と
し

て
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
も

の
と

す
る

。

2
1

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

介
護

保
険

料
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

各
務

原
市

の
制

度
に

統
一

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

合
併

す
る

日
が

属
す

る
年

度
及

び
こ

れ
に

続
く
１

年
度

は
、

不
均

一
賦

課
を

実
施

す
る

。

2
2

（
１

）
友

好
都

市
提

携
・
国

際
交

流
事

業
（
都

市
交

流
）

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
現

在
両

市
町

で
行

っ
て

い
る

国
際

・
国

内
都

市
交

流
に

つ
い

て
は

こ
れ

を
尊

重
し

、
新

市
に

お
い

て
も

継
続

す
る

。

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

電
算

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
、

川
島

町
の

電
子

デ
ー

タ
を

各
務

原
市

の
シ

ス
テ

ム
に

移
行

し
一

元
化

す
る

も
の

と
す

る
。

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）

広
報

紙
、

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
）
、

ま
ち

づ
く
り

を
語

る
会

、
市

民
相

談
な

ど
の

各
種

広
報

広
聴

関
係

事
業

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

に
統

一
す

る
。

（
５

）
交

通
関

係
事

業
（
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
）

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）

旧
川

島
町

区
域

の
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

低
下

を
防

ぎ
、

市
役

所
本

庁
舎

へ
の

交
通

ア
ク

セ
ス

を
確

保
す

る
た

め
、

市
ふ

れ
あ

い
バ

ス
に

（
仮

称
）
川

島
線

を
新

設
す

る
。

H
1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）

障
害

者
の

福
祉

制
度

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
、

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

川
島

町
が

実
施

し
、

各
務

原
市

が
未

実
施

で
あ

る
「
補

助
犬

育
成

費
助

成
事

業
」
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

お
い

て
も

こ
れ

を
実

施
す

る
。

ま
た

、
川

島
町

の
「
障

害
者

小
規

模
授

産
所

」
に

つ
い

て
も

、
新

市
に

て
引

き
続

き
実

施
す

る
。

H
1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
一

部
継

続
協

議

【
協

議
内

容
】
高

齢
者

福
祉

事
業

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
、

各
務

原
市

に
統

一
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

川
島

町
で

実
施

し
て

い
る

「
い

き
い

き
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
」
「
展

望
浴

場
」
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

お
い

て
も

引
き

続
き

実
施

す
る

。
（
「
百

歳
祝

い
金

」
「
敬

老
祝

い
金

」
に

つ
い

て
は

、
継

続
協

議
扱

い
）

（
４

）
消

防
防

災
関

係
事

業

（
６

）
保

健
事

業

（
７

）
障

害
者

福
祉

事
業

（
８

）
高

齢
者

福
祉

事
業

（
２

）
電

算
シ

ス
テ

ム
事

業

（
３

）
広

報
広

聴
関

係
事

業

慣
行

の
取

扱
い

国
民

健
康

保
険

事
業

の
取

扱
い

介
護

保
険

事
業

の
取

扱
い

各
種

事
務

事
業

の
取

扱
い



H
1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
生

活
保

護
、

母
子

・
父

子
家

庭
事

業
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
。

（
１

３
）
商

工
・
観

光
関

係
事

業
（
融

資
事

業
）

H
1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
融

資
事

業
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
。

（
１

４
）
建

設
関

係
事

業
（
都

市
計

画
）

H
1
5
.8

.8
（
第

5
回

）
承

認
H

1
5
.8

.8
（
第

5
回

）

合
併

後
速

や
か

に
岐

阜
都

市
計

画
区

域
内

の
川

島
町

地
域

を
各

務
原

都
市

計
画

区
域

に
変

更
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

内
容

を
見

直
し

、
一

体
的

な
都

市
基

盤
整

備
を

図
る

。

H
1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

義
務

教
育

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

合
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

川
島

町
の

小
中

学
校

の
就

学
区

域
（
校

区
）
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

ま
ま

と
す

る
。

（
公

民
館

）
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

川
島

町
公

民
館

の
名

称
を

「
各

務
原

市
川

島
公

民
館

」
と

す
る

。
休

館
日

及
び

開
館

時
間

は
、

合
併

ま
で

に
調

整
し

統
一

を
図

る
。

利
用

者
に

つ
い

て
は

各
務

原
市

の
例

に
よ

る
。

川
島

町
公

民
館

主
催

事
業

は
合

併
後

５
年

を
目

処
に

事
業

の
継

続
に

つ
い

て
調

整
す

る
。

（
歴

史
民

俗
資

料
館

）
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

「
川

島
町

ふ
る

さ
と

史
料

館
」
を

「
各

務
原

市
川

島
ふ

る
さ

と
史

料
館

」
に

名
称

変
更

す
る

。
休

館
日

及
び

開
館

時
間

は
、

合
併

ま
で

に
調

整
し

統
一

を
図

る
。

（
図

書
館

）
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）
承

認
H

1
5
.9

.5
（
第

6
回

）

｢川
島

町
ほ

ん
の

家
｣を

｢各
務

原
市

中
央

図
書

館
｣の

分
館

と
し

、
名

称
を

｢各
務

原
市

川
島

ほ
ん

の
家

｣と
す

る
。

休
館

日
及

び
開

館
時

間
は

、
合

併
ま

で
に

調
整

し
統

一
を

図
る

。
利

用
者

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
例

に
よ

る
。

（
１

８
）
そ

の
他

事
業

（
指

定
金

融
機

関
等

）
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）
承

認
H

1
5
.1

0
.7

（
第

7
回

）

指
定

金
融

機
関

は
、

現
行

の
各

務
原

市
の

指
定

金
融

機
関

と
す

る
。

収
納

代
理

金
融

機
関

と
し

て
、

現
行

の
各

務
原

市
が

指
定

す
る

機
関

に
加

え
て

、
新

た
に

岐
阜

南
農

業
協

同
組

合
及

び
い

ち
い

信
用

金
庫

を
指

定
す

る
。

（
９

）
児

童
福

祉
事

業

（
１

０
）
そ

の
他

の
福

祉
事

業

（
１

１
）
環

境
事

業

（
１

２
）
農

林
水

産
関

係
事

業

（
１

５
）
上

・
下

水
道

事
業

（
１

６
）
学

校
教

育
事

業

（
１

７
）
社

会
教

育
事

業



第９回以降の合併協議会開催日程について

回 月日（曜日） 時　間 場　　　　　所

　第９回合併協議会 １１月１４日（金） 15:00 川島町役場４階集会室

第１０回合併協議会 １１月２８日（金） 14:00
各務原市産業文化センター
　８階第１特別会議室

第１１回合併協議会 １２月１３日（土） 14:00
各務原市産業文化センター
　８階第１特別会議室
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